
船舶インシデント調査報告書 

令和２年８月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航阻害 

発生日時 令和元年１０月１５日 １０時３０分ごろ 

発生場所 長崎県佐
さ

世
せ

保
ぼ

港 

高
こう

後
ご

埼灯台から真方位１１０°２.２海里付近 

（概位 北緯３３°０５.４′ 東経１２９°４２.５′） 

インシデントの概要  プレジャーボート勝
かつ

吉
よし

丸は、錨泊中、船外機を始動することができ

ずに、運航が阻害された。 

インシデント調査の経過 令和元年１０月２４日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 勝吉丸、５トン未満（長さ５.１３ｍ） 

２９２－３７９４９長崎、個人所有 

ガソリン機関、船外機、４サイクル、出力５.８８kＷ、回転数毎分

５,０００、２気筒、ボア５５㎜、使用燃料ガソリン、平成５年１

１月進水 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の初期 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、釣りをして錨泊中、風が強くなり

波も高くなってきたので帰港しようとしたが、船外機を始動すること

ができなかった。 

 本船は、船長が、バッテリの過放電と思い、家族に船外機が始動し

ないことを連絡し、家族の１１８番通報により来援した海上保安庁の

巡視艇によりえい
．．

航された。 

 本船は、本インシデント後、販売業者によりバッテリ及び船外機の

点検が実施されたが、不具合はなく、正常に始動できたので、船外機

を始動する際にシフトレバーが中立の位置にあるか確認しないまま始

動操作を行っていたと判断された。 

 船長は、船外機を始動する際、天候が悪化してきたので早く帰港し

なければと焦っており、手順どおりに始動操作を行っていなかったの

ではないかと、本インシデント後に思った。 

 船外機の取扱説明書には、始動における注意事項として、次のとお

り記載されていた。 

 スタータロック機構により、シフトレバーが中立(Ｎ)以外の位置で

は、始動ができません。 



分析  本船は、錨泊中、風が強まって波が高くなる状況下、船長が、早く

帰港しなければと焦って、シフトレバーが中立の位置にない状態で始

動操作を続けたことから、船外機を始動することができず、運航が阻

害されたものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が錨泊中、風が強まって波が高くなる状況

下、船長が、シフトレバーが中立の位置にない状態で始動操作を続け

たため、船外機を始動することができなかったことにより発生したも

のと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船外機の取扱説明書を熟読し、始動手順を理解しておくこと。 

 ・船外機を始動する際、シフトレバーが中立の位置にあるか確認し

てから操作を行うこと。 

 


